
鬼姫流割烹術研究会 

割烹師登録規約書 

 

合同会社鬼姫狂団（以下、甲とします）は、鬼姫流割烹術研究会（以下、当研究会とします）

割烹師登録申込者様（以下、乙とします）に対して、次に定める条項の通り、鬼姫流割烹術

研究会割烹師登録規約書を定めます。 

 

第 1 条（名称） 

当研究会の正式名称は、「鬼姫流割烹術研究会」とします。 

 

第 2 条（上部団体） 

当研究会は、代表者が創設し運営する会員制団体「同人結社鬼姫狂団世界総本部」を上部

団体とし（以下、上部団体とします）、その関連下部団体として発足するものとします。 

 

第 3 条（目的） 

当研究会は、上部団体が建立する観光祭祀施設「鬼姫神社」の直営宿坊「鬼姫山隠棲館」

（以下、当宿坊とします）において宿泊者のための食事を提供する割烹師の養成を想定

し、美味しい日本料理の実践的な研究を重ねることを第一の目的とします。これを通じ

て、所属会員の人格を高め心身の健康を促進し、相互の親睦を図り、埼玉県西部地区を中

心とする食文化の発展に貢献していくことを目指します。 

 

第 4 条（活動） 

 当研究会は、前条の目的を達成するために次の活動を行います。 

（1）調理基礎（洗う、切る、焼く、蒸す、煮る、揚げる、味をつける） 

（2）調理応用（野菜料理、魚料理、肉料理） 

（3）献立作成 

（4）その他、前各号に付帯又は関連する一切の活動 

 

第 5 条（代表） 

当研究会の代表者は、上部団体の代表者が兼任するものとし、その承継は上部団体の結社

会則に準じるものとします。 

2 代表者は、当研究会の活動上必要がある場合、副代表を指名することができるものと

します。 

 



第 6 条（事務局） 

当研究会は、代表者の自宅を事務局とします。 

 

第 7 条（活動場所） 

当研究会は、代表者の居住地又は近隣市町村に所在する公共施設等の調理実習室を主な活

動場所とします。但し、当宿坊が建設された後は、当宿坊の調理室を用いるものとしま

す。 

 

第 8 条（会員構成） 

当研究会の所属会員は、上部団体にて別途募集される「鬼姫流創芸術研究会」及び「鬼姫

流演武術研究会」に創芸師及び演武師として登録しており、かつ当宿坊にて割烹師として

就業することを目指す者で構成するものとします。 

 

第 9 条（募集定員） 

当研究会の募集定員は特別に定めないものとし、随時増員できるものとします。但し、第

一期募集に限り、次に定める人数を募集の上限とします。 

（1）最高幹部候補生 38 名（副代表 1 名、代表補佐 2 名、副代表補佐 2 名、執行役員 7

名、埼玉県本部長 1 名、埼玉県市区町村支部長 25 名） 

（2）都道府県本部長候補生（46 名） 

 

第 10 条（登録資格） 

当研究会の登録資格は、原則として、次に定める条件をすべて満たす場合に成立するもの

とします。 

（1）原則として令和 4 年 4 月 1 日時点において成人とされる 18 歳以上の心身共に健康な

者 

（2）総本部所属の場合は埼玉県狭山市又は近隣市区町村在住の者、都道府県本部所属の

場合は市区町村支部の管轄地域の近隣市区町村在住の者 

（3）上部団体の活動理念に賛同し、当宿坊の割烹師に就任する意思がある者 

（4）前 8 条の通り、創芸師及び演武師として登録されている者 

（5）宿坊運営という目的のため、調理者としての自主的な技術向上に励み、他の調理者

との協力のもと誠実に活動に取り組める者 

（6）喫煙しない者又は活動場所で喫煙を我慢できる者 

（7）未成年の場合、料理研究について保護者の同意を得ている者 

 

第 11 条（登録時期） 

当研究会の登録時期は、当宿坊の建設実施とは係わりなく、原則として年間を通して継続



するものとします。 

 

第 12 条（登録選考） 

当研究会は、特別な登録選考を行わないものとします。但し、当宿坊の割烹師に就業する

ためには、別途選考を行うものとします。 

 

第 13 条（登録手続） 

当研究会の登録手続の申込は、乙が「直営販売所」の「会員登録手続」画面にて「鬼姫流

割烹術研究会（割烹師）登録」を選択して申込フォームに必要事項を入力し、送信するこ

とで申し込みの意思表示があったものとします。フォーム送信後、乙が登録料金の決済を

することで、申込が完了するものとします。 申込完了後、甲が乙に対して「会員証」を

送付することによって、登録手続が完了するものとします。 

 

第 14 条（基本会費） 

当研究会の所属会員は、研究費として年 60,000 円（月 5,000 円）の基本会費を納入する

義務を負うものとします。基本会費は、事務手数料、実技指導者の報酬、調理実習室の使

用料金、調理器具及び食器類の購入資金、料理の材料の購入資金として使用し、所属会員

の便益に還元するものとします。 

2 基本会費の支払は自動引き落としとします。 

3 基本会費の支払は、月額制とし、1 か月分を請求するものとします。 

 

第 15 条（免許及び資格の取得） 

当研究会の参加にあたり、当宿坊の割烹師に就任するまでに、事前に調理師免許及び食品

衛生責任者資格を取得する必要はありません。但し、乙が当宿坊の割烹師として就業を開

始した場合、自らの意思において当該免許資格の取得をするものとします。 

 

第 16 条（費用負担） 

当研究会の所属会員は、基本会費、免許資格取得料以外に、別途、次の費用を負担するも

のとします。 

（1）調理着又は調理用前掛けの購入費 

（2）調理実習室への交通費 

（3）調理実習室での個人的な飲料費 

 

第 17 条（料理内容の告知と変更） 

当研究会の調理実習の実施にあたり、課題とする料理の内容は事前に告知するものとしま

す。但し、天候やその他の要因により材料の調達が難しい場合には、予告なく他の材料に代



えたり、料理内容を変更したりする場合があります。 

 

第 18 条（食べられない材料の対応） 

当研究会の調理実習の実施にあたり、個人的な嗜好、宗教的な理由又は食物アレルギー等体

質上の理由により食べられない材料がある場合、乙自身の責任で参加するものとし、甲は材

料の代替及び、調理器具並びに食器の使い分け等の対応は行いません。 

 

第 19 条（材料の持ち込み） 

当研究会の調理実習の実施にあたり、乙は、材料の持ち込みをすることはできないものとし

ます。 

 

第 20 条（調理教材の配布） 

当研究会の調理実習の実施にあたり、調理教材を当日に配布するものとします。 

2 調理教材の内容を、甲の許可なく第三者に公開することはお断り致します。 

 

第 21 条（改善案の提出） 

当研究会の調理実習の実施にあたり、乙は、課題とする料理の調理方法について、材料や

や調味料の選定等の改善案を文書にて提出することができるものとします。 

 

第 22 条（公式手本書の編集） 

甲は、当研究会の調理実習の実施によって得られた料理の知見を、公式手本書として編集

し、製本の上収蔵するものとします。 

 

第 23 条（衛生管理の徹底） 

当研究会の調理実習の実施にあたり、次に定める通り、衛生管理を徹底するものとしま

す。 

（1）調理着又は調理用前掛けの着用をすること 

（2）長髪は束ねること、必要に応じ調理帽の着用をすること 

（3）石鹸で手をよく洗って消毒をし、爪を短く切り、マニキュアやネイルアートを施さ

ないこと、必要に応じ調理用手袋を着用すること。 

（4）香水等の強い香りのするものをつけないこと 

（5）医師に感染症と診断された場合、又は感染症が疑われる症状が確認できる場合は、

参加しないこと 

（6）調理実習で作った料理は、原則としてその場で食べるものとし、持ち帰らないこと 

（7）愛玩動物を連れて参加しないこと 

（8）調理実習の終了後、調理器具や食器の洗浄、調理台まわりの掃除消毒を確実に行う



こと 

 

第 24 条（安全管理の徹底） 

当研究会の調理実習の実施にあたり、次に定める通り、安全管理を徹底するものとしま

す。 

（1）会員登録した参加資格のある本人のみが参加すること 

（2）甲の許可なく自身の包丁等の刃物類の持ち込みをしないこと。 

（3）引火性の危険物や、人体に有害な毒物劇物にあたる物品を持ち込まないこと 

（4）調理中の裂傷や火傷に注意すること 

（5）携帯品の紛失、盗難、破損に注意すること 

 

第 25 条（宿坊への就業資格） 

割烹師の本宿坊への就業資格は、当研究会の活動に原則 1 年間以上参加し、日本料理の基

礎技術を一通り修得したと判断した時点で発行するものとします。 

 

第 26 条（推薦状の発行） 

割烹師が本宿坊への就業資格を得て一定期間の調理経験を積んだ後、第三者の運営する外

部の宿泊施設や飲食店に就業を求める場合、本研究会への所属を継続する限りにおいて、

乙の請求により、甲は推薦状を発行することができるものとします。 

 

第 27 条（宿坊師への登用） 

本研究会に所属する割烹師は、本宿坊の全体を統括運営する上位職種「宿坊師」となるこ

とができるものとします。 

 

第 28 条（著作権・肖像権） 

当研究会の代表者は、当研究会の広報活動を目的として、所属会員の活動の様子を映像又

は写真として撮影し、所属会員の実名又は変名を表示し、個別の許可なく使用することが

できるものとし、その著作権は所属会員の退会後も継続して代表者が保有するものとしま

す。 

2 所属会員が各自で撮影した映像又は写真は、代表者及び被写体となった所属会員の許

可なく使用することを禁止するものとし、使用する場合は事前の許可を得るものとしま

す。 

 

第 29 条（個人情報保護） 

当研究会の代表者は、会員名簿に記載された所属会員の個人情報を厳重に保管し、当研究

会の活動又は上部団体の活動の目的以外に使用しないものとし、外部への流出を防止する



責任を負うものとします。 

 

第 30 条（会計年度） 

当研究会の会計年度の期間は、毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日までとします。 

 

第 31 条（退会手続） 

当研究会の所属会員は、代表者に退会意思を表示することで退会することができるものと

します。但し、退会をした場合は、本宿坊の割烹師として就業する権利及び宿坊師に登用

される権利も同時に失うものとします。 

第 32条（反社会的勢力の排除） 

代表者及び所属会員は，現在，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総

会屋，社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等，その他これに準ずる者(以下，「反

社会的勢力」とします)のいずれでもなく，又，反社会的勢力が経営に実質的に関与して

いる法人等に属する者ではないことを表明し，かつ将来にわたっても該当しないことを確

約するものとします。 

２ 代表者又は所属会員は，相手方が次の各号のいずれかに該当する場合，何らの催告を

することなく契約を解除することができ，相手方に損害が生じてもこれを賠償することを

要しないものとします。 

（1） 反社会的勢力に該当すると認められるとき 

（2） 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき 

（3） 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき 

（4） 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し，または便宜を供与するなどの関与

をしていると認められるとき 

（5） 相手方又は相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会

的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（6） 自ら又は第三者を利用して，暴力的な要求行為，法的な責任を超えた不当な要求行

為，脅迫的な言動，暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他

これらに準ずる行為に及んだとき 

第 33 条（強制退会） 

 次に定めるいずれかの事項に該当する場合、当研究会の代表者は、所属会員を強制的に

退会させることができるものとします。 

（1）本規約書の内容に違反したとき 

（2）当結社の所属会員又は上部団体に関係する人物に対して迷惑行為を行ったとき 

（3）反社会行為、犯罪行為、一般的な公序良俗を逸脱する行為をしたとき 

（4）暴力団その他反社会的組織に所属又は近い関係であることが判明したとき 



（5）正当な理由なく 2 ヶ月以上連絡不能になったとき 

（6）その他、当研究会の趣旨に照らして所属会員であることが望ましくないとき 

 

第 34 条（免責事項） 

 当研究会の活動中（移動中を含みます）において生じた人身事故、物損事故及びその他

一切の事故については、代表者はいかなる責任も負わないものとし、所属会員の自己責任

とします。又、所属会員間の損害賠償請求については、保険が適用できる場合を除き、こ

れをあらかじめ放棄するものとします。 

 

第 35 条（不可抗力） 

 当研究会は、天変地異、戦争、革命又は政変などの予測不可能な事態によって活動を継

続できなくなった場合、代表者所属会員共に活動の実施を放棄することができるものとし

ます。 

 

第 36 条（活動の休止又は解散） 

 当研究会は、次に定める場合に、活動の休止又は解散をするものとします。 

（1）代表者又は代表権承継者の死亡 

（2）代表者又は代表権承継者の重篤な傷病 

（3）上部団体の休止又は解散 

 

第 37 条（規約内容の変更） 

 本規約の内容は、代表者が必要と判断した場合に、所属会員の事前の同意を得ることな

く随時変更ができるものとし、規約内容を公示した時点で効力を発するものとします。 

 

第 38 条（準拠法） 

 本規約の準拠法は日本国法令とします。 

 

第 39 条（合意管轄裁判所） 

 当研究会の運営について、会員及び第三者との間で法律上の紛争が生じた場合、さいた

ま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第 40条（未成年者の契約） 

乙が未成年者の場合、事前に保護者の同意を得る必要があるものとし、契約時に保護者の

氏名及び住所を記載しなければならないものとします。 

2 実質的な料金請求先は契約者名義とします。 



第 41条（本人確認書類の提出） 

乙は、本登録申込にあたり、事前又は事後に、乙の本人性及び学籍を証明するために、所

定の本人確認書類を甲に提出するものとします。甲は、当該本人確認証類の内容に基づき

登録審査を実施するものとします。 

2 本人確認書類は、次に定める公的書類を使用できるものとします。 

（1）運転免許証（両面） 

（2）身体障害者手帳、精神障害手帳、療育手帳、戦傷病者手帳 

（3）旅券（パスポート） 

（4）乗組員手帳 

（5）マイナンバーカード、住民基本台帳カード（写真付き） 

（6）学生証 

（7）その他写真付きの公的証明書 

3 乙が学校在籍者の場合、本人確認書類として学生証を提出するものとします。 

第 42 条（称号使用の権利）  

 

乙は、本登録の完了によって割烹師の地位を付与され、名刺などに「同人結社鬼姫狂団世界

総本部（R） 鬼姫流割烹術（R）研究会 登録割烹師」又は「合同会社鬼姫狂団（R） 鬼

姫流割烹術（R）研究会 登録割烹師」の称号を使用する権利を行使できるものとします。 

 

第 43条（報酬） 

甲は、当宿坊の営業によって得られた収益金のうち、基本会費の 10%、宿泊料金の 5％を

就業する割烹師に支払うものとします。 

 

 

以上の規約条項について、乙が鬼姫流割烹術研究会に入会申込をすることにより、内容を

理解し承諾したものとします。 

 

 

合同会社鬼姫狂団 代表社員 秋元惟史 

 

令和 5 年 3 月 24 日 作成・施行 

令和 6 年 1 月 13 日 改定 

令和 6 年 1 月 7 日 改定 

 


